
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
女
性
神
職
の
働
き

古
代
神
宮
・
宮
中
の
祭
祀
か
ら

小
平
美
香

［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
女
性
神
職
②
神
座
形
式
③
神
籠
祭
祀
④
御
扉
開
閉
⑤
昇
神
降
神
］

［、

ﾍ
じ
め
に

　
神
祇
祭
祀
の
あ
り
方
は
時
代
と
共
に
大
き
く
変
容
し
て
き
た
。
「
神
を
ど
の
よ
う
に
祭
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
祭
る
べ

き
対
象
と
し
て
の
神
々
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
該
時
代
の
神
祇
信
仰
が
形
と
し
て
現
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
祭
祀
者
の
働
き
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
神
祇
祭
祀
に
お
い
て
、
女
性
祭
祀
者
の
役
割
が
次
第
に
男
性
祭
祀
者
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
は
、
宮
中
や
神
宮
祭
祀
の
史
料

か
ら
確
認
で
き
る
も
の
の
、
後
代
ま
で
男
性
祭
祀
者
に
か
わ
り
得
な
か
っ
た
重
要
な
職
掌
を
も
っ
て
い
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
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る
。
し
か
し
な
が
ら
女
性
祭
祀
者
は
「
巫
女
」
と
一
般
化
さ
れ
る
事
が
多
く
、
そ
の
故
に
そ
の
働
き
は
「
神
が
か
り
」
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
げ
き

は
「
託
宣
」
と
い
っ
た
「
巫
蜆
」
と
し
て
の
働
き
が
や
や
も
す
る
と
強
調
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
童
女
に
対
す
る
神
聖
視
に
そ

の
存
在
意
義
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
い
み

　
本
稿
で
は
文
献
上
「
巫
現
」
と
し
て
の
働
き
が
見
ら
れ
な
い
女
性
祭
祀
者
、
伊
勢
神
宮
の
「
物
忌
」
あ
る
い
は
宮
中
神
祇
官

　
み
か
ん
な
ぎ
　
ユ
　

の
「
御
巫
」
に
主
に
焦
点
を
あ
て
、
祭
祀
形
態
と
祭
祀
者
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
神
祇
祭
祀
の
中
で
、
神

職
と
し
て
女
性
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
童
女
祭
祀
者
は
子
ど
も
に
対
す
る
神
聖
視
に
の
み
由
来

す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
文
献
を
も
と
に
考
察
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
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二
、
御
饅
供
進
に
み
ら
れ
る
神
座
形
態

（
1
）
神
宮
の
女
性
神
職
ー
大
物
忌

　
神
宮
最
古
の
文
献
で
あ
る
九
世
紀
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
に
は
、
天
照
大
神
を
祭
る
皇
太
神
宮
、

曲
豆
受
大
神
を
祭
る
止
由
氣
宮
に
お
い
て
、
と
も
に
「
物
忌
」
と
い
う
祭
祀
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
物
忌
」

は
中
世
に
な
る
と
、
「
も
の
い
み
」
と
い
う
職
の
あ
り
よ
う
を
示
す
職
名
か
ら
、
そ
の
存
在
が
「
子
ど
も
」
で
あ
る
こ
と
が
強

　
　
　
　
　
こ
　
　
ド
り

調
さ
れ
た
「
子
良
」
と
い
う
職
名
に
変
化
す
る
も
の
の
、
明
治
四
年
ま
で
存
続
し
た
祭
祀
者
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
物
忌
」
は
い
ず
れ
も
子
ど
も
で
あ
る
が
、
そ
の
職
掌
に
よ
っ
て
男
女
の
別
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
祭
祀
者
の
問
題
と
し
て
物



忌
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
子
ど
も
」
と
い
う
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

も
等
し
く
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
物
忌
の
中
で
も
筆
頭
の
物
忌
「
大
物
忌
」
と
い
う
童
女
の
働
き
に
注
目
し
た
い
。

　
両
宮
の
儀
式
帳
に
は
大
物
忌
の
職
掌
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
む
　
い
か
ん
ぬ
し

①
「
大
物
忌
、
元
位
神
主
小
清
女
（
中
略
）
職
掌
は
、
天
照

　
　
か
し
つ
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
ひ
る

　
　
く
傳
き
奉
り
、
書
夜
避
ら
ず
今
の
世
迄
尤
も
重
し
。
」

「
性
差
」
が
あ
っ
た
こ
と

夕
御
饅
供
奉
。
（
中
略
）
大
物
忌
は
太
神
に
近

　
　
　
　
（
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
職
掌
雑
任
）

神祇祭祀における女性神職の働き（小平美香）

②
「
大
物
忌
、
元
位
神
主
岡
成
女
。
右
人
の
行
事
、
（
中
略
）
抜
穂
御
田
の
稲
を
御
炊
物
忌
に
春
き
炊
が
し
め
て
、
御
塩
焼
物

　
　
忌
の
焼
き
仕
え
奉
る
御
塩
、
並
び
に
志
摩
国
の
神
戸
の
人
夫
た
て
ま
つ
る
御
賢
を
土
師
物
忌
造
り
儲
備
え
奉
る
雑
器
に
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
だ
す
き
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
お
す
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
り
奉
り
て
、
明
衣
を
着
、
木
綿
手
次
前
垂
れ
懸
け
て
、
天
押
比
蒙
り
て
、
洗
う
手
之
を
干
さ
ず
し
て
、
二
所
大
神
の
朝
の

　
　
大
御
撰
夕
の
大
御
饅
を
日
別
に
斎
き
　
し
み
供
奉
る
。
」
　
　
　
　
　
　
（
『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
職
掌
禰
宜
内
人
物
忌
事
）

　
こ
の
よ
う
に
皇
太
神
宮
（
以
下
「
内
宮
」
と
記
す
）
、
止
由
氣
宮
（
以
下
「
外
宮
」
）
と
も
大
物
忌
は
「
神
主
」
姓
を
も
ち
、
「
神

職
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
儀
式
帳
の
職
掌
条
に
お
い
て
は
「
大
物
忌
」
の
職
掌

で
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
内
宮
、
外
宮
と
も
御
解
供
進
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
神
と
祭
祀
者
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
祭
祀
者
が
神
に
対
し
て
「
御
饅
」
、
つ
ま
り
神
饅
を
供
え
る
と
い
う
行
為
は
、
祭
祀
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者
が
神
と
一
時
的
に
｝
体
と
な
り
神
託
を
下
す
よ
う
な
巫
現
的
な
働
き
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
物
忌
の
職

掌
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
々
へ
の
御
饒
供
進
と
い
う
職
掌
は
、
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
祭
祀
者
ー
「
神

職
」
の
最
も
重
要
な
職
掌
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
大
物
忌
は
ど
の
よ
う
な
神
饅
供
進
の
形
態
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
し
ん
の
み
は
し
ら

（
2
）
心
御
柱
と
大
物
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
で
ん

　
内
外
両
宮
の
大
物
忌
の
祭
祀
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
神
殿
（
正
殿
）
の
床
下
に
位
置
す
る
「
心
御
柱
」
を
中
心
と
す
る

祭
祀
で
あ
る
。
「
心
御
柱
」
と
は
「
忌
柱
」
と
も
称
さ
れ
、
社
殿
の
建
築
構
造
に
は
関
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
信
仰
的
な
意
義
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
も
ろ
ぎ

つ
柱
で
あ
る
。
こ
の
柱
は
社
殿
が
で
き
る
以
前
の
神
の
依
代
　
　
神
籠
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
と
こ
ろ
一
般
的
な
説
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
神
籠
と
は
、
榊
な
ど
の
樹
木
を
立
て
神
を
迎
え
る
臨
時
の
祭
祀
施
設
で
あ
る
。

　
神
宮
祭
祀
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
祭
祀
儀
礼
を
神
殿
内
で
は
な
く
、
屋
外
で
行
な
う
「
庭
上
祭
祀
」
に
あ
る
。
と
り

わ
け
大
物
忌
の
「
心
御
柱
」
に
対
す
る
祭
祀
は
神
宮
祭
祀
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
神
宮
で
最
も
重
要
な
祭
（
三
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
き
の
お
お
み
け

祭
）
に
お
い
て
、
大
物
忌
は
神
僕
（
と
く
に
こ
れ
を
「
由
貴
大
御
僕
」
と
称
す
る
）
を
、
亥
時
（
午
後
十
時
）
か
ら
丑
時
（
午

前
二
時
）
の
間
二
回
供
進
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
御
饅
を
供
え
る
位
置
で
、
大
物
忌
ら
は
神
体
が
祭
ら
れ
た
正
殿
（
神

殿
）
で
は
な
く
、
正
殿
の
床
下
に
潜
っ
て
こ
の
「
心
御
柱
」
に
対
し
て
御
饅
を
供
え
て
い
た
。

　
こ
の
「
心
御
柱
」
を
中
心
と
す
る
祭
儀
は
、
秘
儀
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
た
め
か
、
大
物
忌
に
よ
っ
て
由
貴
大
御
饅
が
心
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御
柱
に
供
進
さ
れ
る
こ
と
は
儀
式
帳
の
段
階
で
は
明
確
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
、
明
治
の
神
宮
祭
祀
の
改
正
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な

た
り
旧
儀
が
不
明
に
な
る
の
を
恐
れ
た
神
職
が
後
代
の
た
め
に
記
し
た
儀
式
書
に
「
正
殿
御
床
下
に
御
饅
を
備
え
る
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
ら
　

記
録
が
見
出
せ
る
。

「
心
御
柱
」
を
中
心
と
し
た
祭
祀
が
大
物
忌
を
主
体
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
三
節
祭
の
神
撰
供
進
の
他
に
も
、
遷
宮
に

あ
た
っ
て
行
な
う
所
謂
「
地
鎮
祭
」
（
鎮
地
祭
）
か
ら
も
窺
え
る
。

神祇祭祀における女性神職の働き（小平美香）

「
次
に
吉
日
を
取
て
、
宮
地
鎮
謝
之
用
物
並
び
に
行
事
左
に
記
す
。
（
中
略
）

　
　
　
　
の
り
と

右
の
祭
、
告
刀
申
し
、
地
祭
物
忌
父
仕
え
奉
り
侍
る
。
造
宮
使
然
祭
仕
え
奉
り
了
る
時
に
、
地
祭
物
忌
、
忌
鎌
を
以
ち
て
、

宮
地
の
草
を
刈
り
始
め
、
次
に
忌
鋤
以
ち
て
宮
地
を
穿
ち
始
め
奉
る
。
禰
宜
大
物
忌
は
忌
柱
立
て
始
め
、
然
後
諸
役
夫
等
堅

て
奉
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
新
宮
造
奉
時
行
事
）

　
こ
の
史
料
は
、
遷
宮
の
際
に
新
た
な
「
心
御
柱
」
を
立
柱
す
る
の
が
禰
宜
と
と
も
に
幼
い
女
性
神
職
で
あ
る
大
物
忌
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
と
お
り
、
明
治
四
年
の
神
宮
改
正
は
神
宮
の
祭
祀
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
中
で
も
神
の
最
も
近
く
に
あ
っ
た
物
忌

（「

q
良
」
）
ら
世
襲
神
職
が
廃
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
変
革
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
心
御
柱
を

中
心
と
す
る
祭
祀
も
時
を
同
じ
く
し
て
廃
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
心
御
柱
を
中
心
と
し
た
祭
祀
」
と
「
大
物
忌
」
と
い
う
祭

祀
者
と
の
関
わ
り
を
一
層
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
祭
祀
者
と
祭
祀
形
態
と
の
密
接
な
関
係
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
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（
3
）
宮
中
八
神
殿
に
お
け
る
神
座
と
御
巫

　
神
籠
を
中
心
と
す
る
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
神
宮
の
物
忌
だ
け
で
は
な
い
。
次
に
宮
中
で
の
女
性
祭
祀
者
の
例
を
考
え

た
い
。

　
十
世
紀
に
記
さ
れ
た
法
制
書
『
延
喜
式
』
に
は
国
家
が
祭
る
神
々
と
し
て
「
天
神
地
祇
」
三
千
百
三
十
二
座
の
神
名
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
筆
頭
に
祭
ら
れ
た
神
々
は
「
神
祇
官
の
西
院
に
坐
す
御
巫
等
の
祭
る
神
二
十
三
座
」
で
あ
る
。
こ
こ

に
登
場
す
る
「
御
巫
等
」
と
は
、
神
祇
官
の
神
殿
で
天
皇
あ
る
い
は
朝
廷
守
護
に
直
接
関
わ
る
よ
う
な
神
々
を
祭
る
女
性
神
職

　
　
ア
　

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
す
り
の
み
か
ん
な
ぎ

　
祭
る
神
に
よ
っ
て
御
巫
に
も
種
類
が
あ
っ
た
が
、
『
延
喜
式
』
に
は
そ
の
う
ち
座
摩
巫
と
呼
ば
れ
る
御
巫
に
の
み
「
都
下

の
国
造
の
氏
の
童
女
の
七
歳
以
上
の
者
を
取
り
て
充
て
よ
」
と
い
う
任
用
規
定
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
の
御
巫
に
は

童
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
岡
田
精
司
氏
に
よ
っ
て
、
座
摩
の
巫
以
外
は
成
人
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
あ
る
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
御
巫
全
て
が
童
女
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
女
性

祭
祀
者
に
対
す
る
一
般
的
な
見
方
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
（
注
－
参
照
）

　
こ
の
御
巫
は
神
殿
を
も
っ
て
神
祭
り
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
『
延
喜
式
』
の
記
述
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
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神
殿
各
一
宇
、
（
長
さ
一
丈
七
尺
、
広
さ
一
丈
二
尺
五
寸
）
男
神
の
衣
四
領
、
被
四
領
の
領
に
緋
吊
八
疋
、
汗
杉
四
領
・
袴

四
腰
の
料
に
吊
二
疋
、
女
神
の
衣
四
領
・
裾
四
腰
の
料
に
紫
吊
五
疋
二
丈
、
裾
の
腰
の
料
に
緑
の
吊
二
丈
、
汗
杉
四
領
の
料

に
吊
一
疋
二
丈
・
綿
五
十
四
屯
（
中
略
）
右
、
御
巫
の
遷
り
替
る
毎
に
神
殿
以
下
を
改
め
換
え
よ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
延
喜
式
』
巻
第
三
　
臨
時
祭
）

神紙祭祀における女性神職の働き（小平美香）

　
こ
の
記
述
か
ら
、
す
で
に
十
世
紀
当
時
、
御
巫
等
が
祭
る
神
々
は
神
殿
と
い
う
設
備
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
神
々
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
そ
れ
男
神
女
神
の
神
衣
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
人
格
神
的
に
捉
え
ら
れ
、
祭
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
神
々
の
神
殿
に
お
け
る
神
座
は
、
か
な
り
後
代
ま
で
鏡
や
剣
、
玉
と
い
っ
た
神
体
あ
る
い
は
神
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

を
象
っ
た
神
像
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

①
「
大
治
二
年
〔
＝
二
七
〕
）
〇
二
月
十
四
日
。

　
　
陰
陽
寮
漏
刻
鐘
縷
。
大
炊
寮
南
門
。
郁
芳
門
。

　
　
り
出
し
奉
る
。
但
し
後
日
兼
俊
宿
祢
云
う
に
、

　
　
り
」

園
韓
神
杜
。
神
祇
官
以
下
八
神
殿
並
び
に
内
外
院
門
垣
。
勘
解
由
使
庁
。

宮
内
省
主
水
司
醤
院
等
焼
亡
。
（
中
略
）
園
韓
神
御
正
体
同
じ
く
之
を
取

ノ
神
殿
。
園
韓
神
。
元
よ
り
御
正
体
無
し
。
但
し
園
韓
神
は
神
宝
剣
枠
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
百
錬
抄
』
国
史
大
系
　
十
一
巻
）

②
「
○
古
文
書
に
い
は
く
、
神
祇
官
内
、
東
西
両
院
事
、
八
足
門
内
、

ぜ
ず
、
只
だ
賢
木
を
用
い
る
な
り
」

八
神
殿
額
有
り
　
○
又
い
わ
く
、
ノ
神
殿
、
御
身
を
安

　
　
　
（
『
大
内
裏
圖
考
証
』
第
十
九
乾
『
故
実
叢
書
』
）
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①
の
鎌
倉
時
代
後
期
の
歴
史
書
　
『
百
錬
抄
』
は
、
神
祇
官
に
祭
ら
れ
た
御
巫
が
祭
る
八
神
の
神
殿
（
八
神
殿
）
の
焼
失
記

事
に
、
神
殿
の
中
に
正
体
が
な
い
事
を
伝
え
る
。
正
体
と
は
、
礼
拝
の
対
象
た
る
神
霊
の
依
代
　
　
所
謂
「
神
体
」
の
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
き

あ
る
。
②
の
記
事
で
は
、
八
神
殿
の
御
正
体
が
「
賢
木
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
樹
木
が
神
の
依
代
と
見
な
さ
れ
る

の
は
社
殿
建
築
が
起
こ
る
以
前
、
屋
外
が
祭
り
の
場
で
あ
っ
た
名
残
を
強
く
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
録
ど
お
り
八
神
殿
に
は
神
体
が
祭
ら
れ
ず
賢
木
を
も
っ
て
神
座
と
な
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
御
巫
の
祭
祀
と

は
、
神
宮
に
お
け
る
物
忌
と
同
様
、
神
殿
と
い
う
社
殿
設
備
を
持
ち
な
が
ら
も
、
社
殿
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
面
影
を

残
す
神
籠
を
中
心
と
し
た
非
常
に
古
い
祭
祀
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
御
巫
の
祭
祀
と
は
、
神
籠

祭
祀
か
ら
神
体
祭
祀
の
過
渡
期
の
祭
祀
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
十
二
世
紀
初
頭
の
『
江
家
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
御
巫
の
職
掌
は
男
性
神
職
や
あ
る
い
は
律
令
の
女
性
官
人
で
あ
る
「
内

侍
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
次
第
に
儀
式
書
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
こ
と
が
既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
御
巫
が
、
職
員
令
で
も
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
律
令
と
い
う
制
度
に
そ
ぐ
わ
な
い
ま
ま
、
非
常
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

い
ま
い
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
こ
と
に
も
由
来
し
よ
う
。

　
一
方
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
頃
の
公
家
の
日
記
に
は
「
御
巫
」
が
「
御
巫
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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①
「
神
祇
官
人
御
巫
子
を
抱
き
、

幣
物
を
見
せ
し
め
ん
と
欲
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
康
治
三
年

（一

齊
l
三
）
二
月
四
日
　
祈
年
祭
（
『
重
憲
記
』
）



②
「
次
祝
師
着
座
し
祝
詞
を
読
む
、

　
　
把
し
て
廻
ら
す
」

了
り
て
拍
手
二
段
、

次
に
御
巫
子
伊
勢
幣
を
廻
ら
す
こ
と
、
三
度
幼
少
に
依
り
て
此
れ
を

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
十
一
日
　
月
次
祭
（
『
愚
昧
記
』
）

神紙祭祀における女性神職の働き（小平美香）

　
い
ず
れ
も
御
巫
は
、
神
祇
官
人
に
抱
か
れ
る
程
幼
少
で
あ
り
、
幣
吊
を
見
ず
る
役
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

『
延
喜
式
』
の
祈
年
祭
条
で
は
、
御
巫
は
忌
部
か
ら
幣
吊
を
う
け
と
る
役
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
右
の
史
料
で

は
御
巫
は
幣
を
廻
見
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
御
巫
の
職
掌
が
実
質
的
な
も
の
か
ら
象
徴
的
な
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
御
巫
」
か
ら
「
御
巫
子
」
へ
の
変
化
、
つ
ま
り
成
人
女
性
か
ら
童
女
へ
の
変
化
は
、

御
巫
の
職
掌
の
後
退
と
同
方
向
の
動
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
御
巫
の
祭
る
神
々
の
神
殿
　
　
　
「
八
神
殿
」
は
神
祇
官
に
祭
ら
れ
て
い
た
が
、
応
仁
の
乱
で
神
祇
官
の
大
半
が
焼
失
し
、
天

正
十
五
年
（
一
五
八
二
）
に
取
り
壊
さ
れ
断
絶
す
る
の
を
契
機
に
、
こ
れ
ら
の
神
々
は
宮
中
で
は
祭
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
ら

の
神
々
が
再
び
宮
中
で
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
神
祇
官
が
復
興
さ
れ
る
明
治
の
世
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
御
巫
の
祭
る
神
々
は
『
延
喜
式
』
当
時
、
神
祇
官
所
管
の
官
社
名
簿
「
神
名
帳
」
掲
載
の
全
国
の
神
々
の
う
ち
、
筆
頭
に
掲

げ
ら
れ
る
ほ
ど
重
く
み
ら
れ
て
い
た
神
々
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
御
巫
」
と
い
う
女
性
神
職
の
後
退
は
祭
祀
者
の
問
題

の
み
な
ら
ず
、
祭
ら
れ
る
神
々
に
対
す
る
信
仰
の
あ
り
よ
う
の
変
化
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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（
4
）
　
　
　
み
　
け
で
ん

外
宮
「
御
饅
殿
」
と
大
物
忌

　
次
に
外
宮
に
お
け
る
大
物
忌
の
御
撰
供
進
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
内
宮
で
は
日
々
の
天
照
大
神
へ
の
御
撰
供
進
は
行
な
わ
れ
ず
、
外
宮
の
「
御
饅
殿
」
に
お
い
て
供
進
が
行
な
わ
れ
た
。
前
掲

し
た
『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
の
大
物
忌
の
職
掌
条
に
記
さ
れ
た
「
日
別
の
朝
御
撰
夕
御
解
」
と
は
毎
朝
夕
の
御
饒
の
こ
と
で
あ

る
。　

天
照
大
神
の
御
饅
都
神
と
い
う
神
格
を
も
つ
曲
豆
受
大
神
を
祭
る
外
宮
に
お
い
て
は
、
祭
祀
者
で
あ
る
大
物
忌
の
職
掌
も
そ
の

祭
神
の
神
格
を
反
映
し
て
か
天
照
大
神
に
対
す
る
日
々
の
御
僕
を
供
進
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て

日
別
朝
夕
の
「
御
僕
祭
」
が
行
な
わ
れ
る
殿
舎
「
御
饅
殿
」
は
外
宮
祭
祀
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
も
い
え
る
。

　
外
宮
大
物
忌
の
御
僕
供
進
は
、
祭
神
を
祭
る
神
殿
（
正
殿
）
で
は
な
く
、
別
個
の
殿
舎
で
あ
る
こ
の
御
撰
殿
に
お
い
て
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
よ
う
。
御
饅
殿
も
ま
た
神
体
が
祭
ら
れ
て
お
ら
ず
、
神
霊
が
依
る
べ
き
座
だ
け
設
け
ら
れ
た
空

座
型
の
神
座
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
空
座
型
の
神
座
か
ら
は
神
籠
祭
祀
と
同
じ
よ
う
に
、
祭
り
の
都
度
神
々
を
そ
の
座
に
迎
え
る
と
い
う
祭
祀
の
あ
り

方
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
座
型
の
神
座
は
外
宮
の
御
饅
殿
だ
け
で
な
く
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
齋
田
の
八
神
殿
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

い
は
、
大
嘗
祭
、
新
嘗
祭
に
も
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
女
性
神
職
が
関
わ
る
祭
祀
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

神
を
迎
え
る
依
代
、
あ
る
い
は
座
と
し
て
、
神
座
が
ど
の
よ
う
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
祭
祀
者
の
働
き

と
深
く
関
わ
り
あ
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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三
、
社
殿
祭
祀

神祇祭祀における女性神職の働き（小平美香）

　
儀
式
帳
か
ら
九
世
紀
の
神
宮
は
既
に
社
殿
建
築
を
備
え
て
お
り
、
正
殿
に
は
神
体
と
し
て
「
八
腿
鏡
」
を
祭
っ
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
「
心
御
柱
」
1
1
神
擁
説
に
た
っ
て
考
え
る
と
、
明
治
以
前
の
神
宮
の
祭
祀
は
正
殿
床
下
の
「
心
御
柱
」

を
中
心
と
し
た
神
籠
祭
祀
と
、
正
殿
内
の
「
神
体
」
を
中
心
と
す
る
神
体
祭
祀
と
い
う
異
な
る
祭
祀
形
態
を
重
層
的
に
行
な
っ

て
い
た
こ
と
に
な
り
、
神
の
依
る
べ
き
座
も
二
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
「
大
物
忌
」
は
正
殿
す
な
わ
ち
神
体
に
対
す
る
祭
祀
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
働
き
を
な
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

①
古
代
（
九
世
紀
）

　
　
　
　
み
か
ぎ

の
御
扉
開
扉
記
事

「
大
物
忌
御
鍮
を
賜
は
り
て
正
殿
の
戸
を
開
き
奉
る

即
ち
正
殿
内
灯
油
を
燃
し
、
御
船
代
開
き
奉
り
て
、

（
先
づ
大
物
忌
戸
に
手
を
付
け
初
め
次
に
禰
宜
参
上
り
て
戸
を
開
く
）
。

正
体
を
ば
禰
宜
頂
き
奉
り
（
中
略
）
遷
し
奉
る
。
」

　
　
　
　
（
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
皇
太
神
御
形
新
宮
遷
奉
時
儀
式
行
事
）

②
中
世
（
十
二
世
紀
）
の
御
扉
開
扉
記
事

「
時
に
一
神
主
、
御
階
左
東
に
進
寄
り
、
御
鋪
を
棒
げ
持
ち
樽
鋸
。
一
拝
の
後
、
参
昇
、
先
ず
左
足
を
進
め
、

　
大
床
中
程
に
於
い
て
、
一
神
主
樽
躇
。
拝
の
後
、
御
戸
の
匙
穴
に
差
入
れ
、
ー

子
良
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
5
1

退
下
、
一
神
主
、
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御
鎗
を
開
く
。
」

（『

c
太
神
宮
年
中
行
事
』
神
嘗
祭
）

①
の
儀
式
帳
の
記
事
は
、
遷
宮
　
　
天
照
大
神
を
始
め
と
す
る
内
宮
の
神
々
が
、
二
十
年
毎
に
古
い
正
殿
か
ら
新
し
い
正
殿

へ
と
遷
る
に
あ
た
り
、
正
殿
の
扉
が
開
か
れ
中
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
体
が
遷
さ
れ
る
場
面
の
記
述
で
あ
る
。

　
正
殿
の
扉
は
、
物
忌
が
鋪
を
も
っ
て
錠
や
戸
に
触
れ
る
と
い
う
所
作
を
行
な
っ
た
後
、
禰
宜
職
の
成
人
男
性
が
こ
れ
を
開
い

て
い
る
。
こ
う
し
た
物
忌
の
所
作
は
正
殿
の
扉
を
開
く
に
あ
た
っ
て
の
所
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
儀
式
帳
の

記
事
か
ら
は
、
鎗
で
正
殿
の
扉
を
開
く
主
体
は
実
際
に
扉
を
開
く
と
こ
ろ
の
「
禰
宜
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
扉
や
鎗
に
関
わ
る

「
大
物
忌
」
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
大
物
忌
は
、
「
御
饅
供
進
」
の
ほ
か
、
正
殿
の
「
御
扉
開
閉
」
、
「
御
鎗
管
理
」
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

成
人
男
性
の
禰
宜
に
も
ま
さ
る
奉
仕
特
権
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。

「
御
巫
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
物
忌
」
も
中
世
に
は
「
子
良
」
つ
ま
り
子
ど
も
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
職
名
へ
と

変
化
し
て
お
り
、
幼
い
物
忌
の
補
佐
役
で
あ
る
「
物
忌
父
」
や
「
内
人
職
」
と
い
う
成
人
男
性
の
神
職
に
そ
の
職
掌
が
次
第
に

　
　
　
　
　
　
は
　

移
行
し
て
い
く
も
の
の
②
の
資
料
か
ら
、
中
世
に
な
っ
て
も
正
殿
の
扉
を
開
く
に
あ
た
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
こ
の
女
性
神
職

に
よ
る
象
徴
的
な
所
作
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
正
殿
の
重
い
扉
を
開
け
る
に
あ
た
っ
て
物
忌
と
い
う
子
ど
も
の
女
性
神
職
が
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
大
物

忌
が
神
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
祭
祀
者
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
神
聖
な
童
子
で
あ
る
こ
と
、
古
代
日
本
女
性
の
日
常
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

活
の
働
き
で
あ
る
倉
の
鎗
の
管
理
に
由
来
す
る
な
ど
、
従
来
様
々
に
説
か
れ
て
き
た
。
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
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神紙祭祀における女性神職の働き（小平美香）

　
こ
の
職
掌
の
由
来
を
大
物
忌
が
子
ど
も
で
あ
る
が
故
の
神
聖
さ
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
、
恒
久
的
に
神
霊
が
宿
る
べ
き
依
代

　
　
つ
ま
り
神
体
で
あ
る
「
八
腿
鏡
」
に
対
し
て
大
物
忌
の
関
与
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
儀
式
帳
に
お
い
て
、

遷
宮
の
際
こ
の
神
体
に
直
接
触
れ
る
の
は
男
性
神
職
で
あ
る
禰
宜
で
あ
っ
て
大
物
忌
で
は
な
い
。
正
殿
祭
祀
に
お
け
る
大
物
忌

の
働
き
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
神
の
恒
久
的
な
依
代
た
る
「
神
体
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
神
体
」
を
納
め
る
正
殿
の

「
鋪
」
と
コ
扉
」
な
の
で
あ
る
。
正
殿
の
扉
を
開
く
と
い
う
行
為
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
神
殿
の
扉
の
開
閉
が
神
祇
祭
祀
に
お

い
て
「
降
神
」
「
昇
神
」
を
表
す
こ
と
　
　
つ
ま
り
神
の
顕
現
に
関
わ
る
所
作
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
神
殿
の
扉
を
開
く
職
掌
を
も
つ
他
の
女
性
神
職
は
神
宮
の
「
大
物
忌
」
だ
け
で
は
な
い
。
開
扉
に
あ
た
っ
て
、
儀
式
帳
と
同

年
代
、
九
世
紀
と
い
う
同
時
代
の
資
料
で
確
認
で
き
る
の
は
、
宇
佐
八
幡
宮
の
も
の
で
あ
る
。

＝

諸
節
会
に
非
ざ
れ
ば
、
殿
戸
を
開
く
事
な
か
る
べ
し

右
、
若
し
殿
戸
を
開
く
は
、
禰
宜
、
忌
子
、
鈎
匙
を
捧
げ
戸
を
開
き
退
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
宇
佐
八
幡
宮
行
事
例
定
文
」
寛
平
元
年

（
八
八
九
）
『
平
安
遺
文
』
巻
九
）

　
宇
佐
八
幡
宮
の
禰
宜
、
忌
子
は
い
ず
れ
も
女
性
で
あ
る
。
同
宮
の
神
職
家
で
あ
る
大
神
氏
系
図
「
宇
佐
宮
大
神
氏
系
図
」

（『

_
道
大
系
　
宇
佐
』
所
収
）
に
は
「
女
禰
宜
」
の
始
ま
り
を
天
平
元
年
（
七
四
九
）
と
し
、
以
後
「
女
禰
宜
」
は
系
図
に
度
々

登
場
す
る
が
、
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
か
に
は
「
神
事
勤
仕
二
十
五
年
」
な
ど
の
記
載
も
あ
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り
、
神
殿
の
扉
の
開
閉
に
あ
た
る
女
禰
宜
は
童
女
で
あ
る
と
限
定
す
る
要
素
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
系
図
か
ら
は
見
当
た
ら
な

い
。　

こ
の
他
に
も
神
殿
の
扉
を
開
け
る
に
あ
た
っ
て
女
性
神
職
が
関
わ
る
例
は
香
取
、
鹿
島
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
鹿
島
の
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忌
の
場
合
は
終
身
職
で
あ
り
、
在
職
者
を
常
に
童
女
に
限
定
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
「
大
物
忌
」
が
職
掌
と
し
て
も
つ

「
正
殿
」
の
開
扉
の
解
釈
は
「
大
物
忌
」
の
「
子
ど
も
」
と
い
う
部
分
か
ら
解
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
女
性
」
で
あ
る
と
い
う

部
分
に
焦
点
を
当
て
解
い
て
い
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
神
宮
祭
祀
は
正
殿
で
行
な
わ
れ
る
「
八
腿
鏡
」
と
い
う
「
神
体
を
中
心
と
し
た
祭
祀
」
の
他
に
、
「
心
御

柱
を
中
心
と
す
る
祭
祀
」
、
ま
た
空
座
型
の
神
座
を
備
え
た
「
御
饅
殿
祭
祀
」
と
い
う
、
異
な
る
祭
祀
形
態
を
併
せ
持
っ
て
い

た
。
同
様
に
宮
中
八
神
殿
も
神
殿
設
備
を
も
ち
な
が
ら
神
籠
型
神
座
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
祭
祀
に

あ
た
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
「
物
忌
」
、
「
御
巫
」
と
い
う
女
性
神
職
が
大
き
な
働
き
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

　
空
座
型
の
神
座
あ
る
い
は
神
籠
祭
祀
に
は
、
祭
り
の
都
度
、
そ
の
座
、
あ
る
い
は
神
籠
に
神
を
招
き
（
降
神
）
祭
り
が
終
わ

る
と
も
と
の
場
所
に
帰
せ
し
め
る
（
昇
神
）
こ
と
が
必
要
な
祭
祀
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
祭
祀
に
あ
た
っ
て
必
要
不
可
欠
な
「
神
が
祭
り
の
場
に
顕
れ
る
」
と
い
う
事
象
は
、
神
祇
祭
祀
の
中
で
も
「
形
」

と
し
て
示
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
な
ら
ば
依
代
と
い
う
「
モ
ノ
」
だ
け
で
な
く
、
祭
祀
者
の
「
所
作
」
と
し
て
も

「
形
」
を
も
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
神
座
の
あ
り
方
や
物
忌
の
御
扉
開
閉
の
所
作
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
祭
祀
の
中
で
最

も
重
要
な
「
祭
り
の
場
に
神
を
顕
現
さ
せ
る
」
働
き
と
、
そ
れ
を
形
と
し
て
表
わ
す
所
作
が
女
性
神
職
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
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と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

神祇祭祀における女性神職の働き（小平美香）

　
本
稿
は
女
性
の
祭
祀
者
が
巫
現
と
し
て
の
働
き
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
へ
の
疑
問
か
ら
出
発
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

記
紀
伝
承
に
み
ら
れ
る
「
神
代
巻
」
の
女
神
た
ち
や
、
神
功
皇
后
な
ど
の
女
性
た
ち
に
、
巫
現
的
な
働
き
が
多
く
見
ら
れ
る
こ

と
に
も
由
来
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
特
に
宮
中
の
「
鎮
魂
祭
」
と
の
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
る
「
天
岩
屋
戸
段
」
に
お
い
て
、
天
銅
女
命
（
以
下
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

と
表
記
す
る
）
の
巫
現
と
し
て
の
働
き
、
す
な
わ
ち
「
宇
気
槽
を
突
い
て
踊
り
、
半
裸
の
狂
態
で
神
懸
か
り
を
行
な
っ
た
」
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
こ
の
話
の
中
心
を
な
す
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
天
岩
屋
戸
段
」
が
神
祇
祭
祀
を
描
写
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

の
働
き
も
神
祇
祭
祀
の
枠
組
み
の
中
で
解
釈
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
定
の
も
の
と
ア
メ
ノ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

ズ
メ
が
登
場
す
る
天
岩
屋
戸
段
、
天
孫
降
臨
段
を
検
証
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
が
か
り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
と

　
天
岩
屋
戸
段
に
お
い
て
は
、
「
汗
氣
伏
せ
て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
為
て
胸
乳
を
掛
き
出
で
、
裳
緒
を
番
登
に
忍
垂
れ

き
。
」
（
『
古
事
記
』
）
と
い
う
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
所
作
に
よ
っ
て
神
々
が
大
笑
い
し
、
こ
れ
を
不
審
に
思
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
を
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
み
　
が
　
か
　
り

岩
屋
戸
を
細
め
に
開
く
。
一
方
『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
ウ
ズ
メ
は
巧
に
「
俳
優
」
し
、
「
覆
槽
置
せ
顕
神
明
之
慧
談
」
し
た

結
果
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
顕
現
が
成
就
す
る
。
実
際
に
は
手
力
雄
神
が
天
岩
屋
戸
を
開
け
る
の
で
あ
る
が
、
岩
屋
戸
が
開
く
に
は
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ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が
ま
ず
岩
屋
戸
を
開
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
そ
の
岩
屋
戸
を
開
け
る
に
あ
っ
て
は
、

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
働
き
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ウ
ズ
メ
最
大
の
働
き
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
に
天
岩
戸
を
開
か
せ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
祇
祭
祀
の
枠
組
み
の
中
で
い
え
ば
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
神
顕
れ
　
　
降
神
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
「
天
孫
降
臨
段
」
に
お
い
て
は
、
皇
孫
が
天
降
る
道
に
居
た
異
形
の
神
「
サ
ル
タ
ヒ
コ
」
の
目
力
に
、
他
の
神
々
は
物

を
問
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ウ
ズ
メ
は
「
胸
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、
裳
帯
を
膀
の
下
に
抑
れ
て
、
あ
ざ
わ
ら

ひ
て
向
き
て
立
」
ち
、
言
葉
巧
み
に
交
渉
し
て
そ
の
神
の
名
と
居
所
を
「
顕
し
」
、
無
事
、
天
孫
降
臨
を
果
た
す
役
割
を
な
し

て
い
る
。
神
の
名
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
神
の
顕
現
と
等
し
い
と
い
え
る
。
さ
ら
に
「
我
を
発
顕
し
つ
る
は
汝
な
り
。
故
、

汝
、
我
を
送
り
て
到
り
ま
せ
」
「
即
ち
天
釦
女
命
、
猿
田
彦
神
の
所
乞
の
随
に
遂
に
相
送
る
」
（
『
日
本
書
紀
』
第
九
段
一
書
第
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
ウ
ズ
メ
は
サ
ル
タ
ヒ
コ
と
い
う
神
を
顕
す
だ
け
で
な
く
、
こ
の
神
を
本
来
の
居
場
所
に
帰
す
と
い
う
働
き
も

な
し
て
い
る
。

　
宮
中
、
神
宮
の
女
性
祭
祀
者
の
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
働
き
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
祭
祀

の
場
面
に
お
け
る
女
性
神
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
は
「
神
が
か
り
」
と
い
う
「
巫
現
」
と
し
て
の
働
き
だ
け
で
な
く
、
神
祇
祭
祀
に

お
い
て
女
性
祭
祀
者
が
行
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
神
を
迎
え
」
、
「
神
を
元
の
場
所
に
鎮
め
る
」
と
い
う
働
き
の
二
つ
が
み

え
て
く
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
働
き
を
「
半
裸
の
狂
態
で
神
が
か
り
を
行
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
の
み
で
解
釈
す
る
こ
と
は
、

女
性
祭
祀
者
が
「
神
が
か
り
」
や
「
神
託
」
と
い
う
働
き
の
み
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
通
じ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

こ
う
し
た
働
き
を
な
す
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
「
女
神
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
祭
祀
の
中
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を
考
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え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
。
勿
論
ウ
ズ
メ
は
童
女
と
し
て
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

　
天
岩
屋
戸
段
と
の
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ
る
「
鎮
魂
祭
」
は
、
「
た
ま
し
ず
め
」
と
も
「
た
ま
ふ
り
」
と
も
称
さ
れ
る
が
、
双

方
の
読
み
方
が
示
す
よ
う
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
働
き
は
「
招
魂
（
た
ま
ふ
り
）
」
に
よ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う
神
の

「
御
顕
れ
」
、
所
謂
「
降
神
」
を
行
な
い
、
一
方
で
　
　
遊
離
す
る
魂
を
あ
る
べ
き
場
所
に
つ
な
ぎ
止
め
落
ち
着
か
せ
鎮
め
る
と

い
う
「
鎮
魂
（
た
ま
し
ず
め
）
」
を
行
な
っ
た
と
い
う
両
義
を
こ
そ
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
当
然
「
天
孫
降
臨
段
」
で
の
サ

ル
タ
ヒ
コ
と
の
や
り
取
り
も
、
神
の
顕
れ
と
鎮
め
と
い
う
両
義
で
考
え
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

神祇祭祀における女性神職の働き（小平美香）

　
記
紀
伝
承
か
ら
考
え
る
と
、
社
殿
祭
祀
の
中
で
降
神
の
儀
（
神
顕
れ
の
儀
）
を
表
わ
す
神
殿
「
開
扉
」
の
主
体
は
、
祭
祀
者

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
神
」
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
見
出
せ
る
。

　
大
物
忌
の
「
御
扉
開
扉
」
、
「
御
鍮
管
理
」
権
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
神
を
祭
り
の
場
に
迎
え
る
と
い
う
最
も
重
要
な
行
事

の
管
轄
が
、
大
物
忌
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
「
神
が
祭
り
の
場
に
顕
れ
る
」
と
い
う
事
態
が
、
男
性
神
職
で
あ
る

禰
宜
が
扉
を
開
け
る
だ
け
で
は
な
し
得
ず
、
女
性
神
職
で
あ
る
大
物
忌
の
所
作
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
得
た
と
解
釈
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
神
が
祭
り
の
場
に
立
ち
現
わ
れ
る
た
め
に
は
、
祭
祀
者
の
働
き
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
働
き
こ
そ
女
性
祭
祀
者
に
求

め
ら
れ
た
働
き
と
い
え
よ
う
。
記
紀
に
お
け
る
「
天
岩
屋
戸
段
」
で
も
手
力
雄
神
が
そ
の
力
に
よ
っ
て
扉
を
開
け
る
た
め
に
は
、
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ま
ず
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が
扉
を
開
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
一
連
の
働
き
が
前
提
で
あ
っ
た
。
ア

メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
扉
を
開
か
せ
る
働
き
か
け
と
は
、
女
性
神
職
の
神
殿
の
扉
あ
る
い
は
鎗
そ
の
も
の
へ
の
関
与
に

置
き
換
え
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
神
の
送
迎
が
必
要
な
神
座
の
あ
り
方
か
ら
、
神
座
形
式
は
祭
祀
者
の
持
つ
機
能
あ
る
い
は
働

き
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
童
女
祭
祀
者
の
意
義
は
、
子
ど
も
で
あ
る
が
故
の
聖
性
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、

女
性
の
み
に
な
し
得
た
働
き
が
神
祇
祭
祀
の
上
で
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）

（
2
）

　
注

　
「
御
巫
」
の
辞
書
的
な
解
釈
に
つ
い
て
左
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
が
、
傍
線
部
①
、
②
、
③
に
つ
い
て
は
御
巫
の
説
明
と
し
て
妥
当

と
は
い
え
な
い
。

【
御
巫
】
神
祇
奉
仕
を
行
う
女
性
。
①
と
く
に
神
言
を
伝
え
る
こ
と
を
職
掌
と
す
る
　
官
を
さ
す
。
②
シ
ャ
ー
マ
ン
の
役
割
を
も
つ

劃
は
卑
弥
呼
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
は
神
功
皇
后
・
倭
姫
命
な
ど
古
代
か
ら
存
在
し
、
令
制
で
は
神

祇
官
の
女
性
官
人
と
し
て
御
巫
と
規
定
、
③
言
国
国
壮
。
の
七
～
ノ
歳
の
童
女
を
採
用
し
た
と
伝
え
る
。
（
『
日
本
史
広
辞
典
』
山
川

出
版
社
　
平
成
九
年
）

　
『
延
喜
式
』
巻
第
四
　
伊
勢
大
神
宮
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
り
、
物
忌
と
は
童
男
童
女
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
大
神
宮
　
三
座
〔
度
会
郡
宇
治
郷
五
十
鈴
の
河
上
に
在
す
〕
　
天
照
大
神
一
座
　
相
殿
神
二
座

　
禰
宜
｝
人
〔
従
七
位
の
官
。
〕
　
大
内
人
四
人
　
物
忌
九
人
　
童
男
一
人
、
童
女
ノ
人
。
〕
　
父
九
人
　
小
内
人
九
人
」
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（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
「
度
会
宮
　
四
座
〔
度
会
郡
沼
木
郷
山
田
原
に
在
す
。
大
神
宮
を
西
に
去
る
こ
と
七
里
。
〕

　
豊
受
大
神
　
一
座
　
相
殿
神
　
三
座

　
禰
宜
一
人
〔
従
八
位
の
官
〕
　
大
内
人
四
人
　
物
忌
六
人
　
父
六
人
　
小
内
人
八
人
」

　
物
忌
に
つ
い
て
は
、
　
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
記
さ
れ
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
る
と
、
「
内
宮
九
名
（
童
男
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
も
の
い
み
　
　
み
や
も
り
の
も
の
い
み
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ま
つ
り
の
も
の
い
み
　
さ
か
と
く
の
も
の
い
み
　
　
き
よ
さ
か
と
く
の
も
の
い
み
　
た
き
ま
つ
り
の
も
の
い
み

人
・
童
女
七
人
）
の
物
忌
の
内
訳
は
、
大
物
忌
・
宮
守
物
忌
（
童
男
）
・
地
祭
物
忌
・
酒
作
物
忌
・
清
酒
作
物
忌
・
瀧
祭
物
忌
・

み
さ
き
の
も
の
い
み
　
は
じ
の
う
つ
わ
も
の
つ
く
り
の
も
の
い
み
　
や
ま
げ
の
も
の
い
み

御
塩
焼
物
忌
・
土
師
作
物
忌
・
山
向
物
忌
（
童
男
）
」
と
な
っ
て
お
り
、
職
名
か
ら
お
お
よ
そ
そ
の
職
掌
が
了
解
さ
れ
る
。

　
神
籠
と
し
て
の
「
心
御
柱
」
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
岡
田
精
司
「
古
代
王
権
と
太
陽
神
」
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房

昭
和
四
十
五
年
、
里
…
田
龍
二
「
床
下
参
籠
・
床
下
祭
儀
」
『
祭
儀
と
呪
術
』
日
本
歴
史
民
俗
論
集
9
吉
川
弘
文
館
　
平
成
六
年
）
等

が
あ
る
。

　
一
方
、
「
心
御
柱
」
は
正
殿
遷
御
後
も
古
殿
地
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
神
籠
の
臨
時
・
仮
設
と
い
う
性
格
に
反
す
る
と
し
て
、

神
簾
で
は
な
く
聖
な
る
神
が
鎮
座
す
る
こ
と
を
表
象
す
る
も
の
と
い
う
見
方
、
「
心
御
柱
正
殿
神
聖
性
表
象
説
」
（
牟
禮
　
仁
『
大

嘗
・
遷
宮
と
聖
な
る
も
の
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
　
平
成
十
一
年
）
も
あ
る
。

　
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
は
三
節
祭
の
一
つ
で
あ
る
、
六
月
の
月
次
祭
の
由
貴
大
御
僕
供
進
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
お

り
、
御
罎
の
供
進
場
所
は
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
此
以
月
十
六
日
夜
。
湯
貴
御
饒
祭
供
奉
。
（
中
略
）
朝
大
御
罎
夕
大
御
撰
。
禰
宜
大
内
人
四
人
並
び
に

　
物
忌
五
人
。
及
び
物
忌
子
五
人
。
合
わ
せ
て
十
四
人
。
常
に
内
院
に
参
り
供
奉
。
」

　
一
方
、
鎌
倉
初
期
に
荒
木
田
忠
仲
神
主
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
（
『
神
道
大
系
』
神
宮
編
所
収
）
に
は
「
御

饅
は
御
殿
下
に
供
進
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
孫
福
（
荒
木
田
）
弘
孚
に
よ
っ
て
明
治
二
十
四
年
に
記
さ
れ
た
「
皇
大
神
宮
年
中
行

事
当
時
勤
行
次
第
私
註
」
（
大
神
宮
叢
書
『
神
宮
年
中
行
事
大
成
』
前
編
　
所
収
）
に
も
、
「
三
色
物
忌
父
奏
備
御
饅
於
正
殿
御
床
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（
6
）

（
7
）

之
下
」
と
御
饅
供
進
の
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
「
御
僕
供
進
」
の
場
所
が
こ
れ
ら
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
儀
式
帳
が

弘
仁
式
編
纂
の
た
め
に
神
宮
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
解
文
的
性
格
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
神
職
が
祭
祀
の
旧
儀
を
伝
え
る
た

め
に
後
代
に
対
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
内
宮
、
外
宮
と
も
大
物
忌
に
よ
る
御
饅
供
進
方
法
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
祭
祀
は
秘
儀

的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
神
舐
祭
祀
に
お
い
て
御
饅
供
進
が
い
か
に
重
儀
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
理
解

で
き
る
。

　
心
御
柱
周
辺
の
清
掃
は
大
物
忌
の
管
轄
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
に
記
さ
れ
て
お
り
、
大
物
忌
と
心
御
柱
の
関

係
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。

　
「
今
日
御
内
掃
除
、
御
殿
之
下
ハ
子
良
母
良
、
大
床
下
ハ
物
忌
」
（
四
月
十
一
日
）

　
御
巫
の
種
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
る
神
々
は
『
延
喜
式
』
巻
九
「
神
名
　
上
」
に
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
宮
中
神
計
六
座

　
神
祇
官
西
院
坐
御
巫
等
祭
神
廿
三
座
　
並
大
。
月
次
新
嘗
。

　
御
巫
祭
神
八
座
　
並
大
。
月
次
新
嘗
。
中
宮
。
東
宮
御
巫
亦
同
。

　
　
神
産
日
神
　
高
御
産
日
神
　
玉
積
産
日
神
　
生
産
日
神
　
足
産
日
神
　
大
宮
費
神
　
御
食
津
神
　
事
代
主
神

　
座
摩
巫
祭
神
五
座
　
並
大
。
月
次
新
嘗
。

　
　
生
井
神
　
福
井
神
（
社
）
綱
長
井
神
　
波
比
祇
神
　
阿
須
波
神

　
御
門
巫
祭
神
八
座
　
並
大
。
月
次
新
嘗

　
　
櫛
石
窓
神
四
面
門
各
一
座
　
　
　
豊
石
窓
神
四
面
門
。
各
一
座
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（
8
）

　
生
嶋
巫
祭
神
二
座
　
並
大
。
月
次
新
嘗

　
　
生
嶋
神
　
　
　
　
　
足
嶋
神
」

　
御
巫
の
任
用
条
件
は
十
世
紀
の
『
延
喜
式
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
み
か
ど
　
み
か
ん
な
ぎ
　
い
く
し
ま
　
み
か
ん
な
ぎ

　
「
凡
そ
御
巫
・
御
門
の
巫
・
生
嶋
の
巫
各
一
人
は
〔
其
の
中
宮
・
東
宮
は
唯
御
巫
各
一
人
有
れ
〕
庶
女
の
事
に
ナ
へ
た
る
を
取

　
り
て
充
て
よ
。
但
し
考
選
は
散
事
の
宮
人
に
准
ぜ
よ
。
」

　
　
　
い
か
す
り
　
み
か
ん
な
ざ

　
「
凡
そ
座
摩
の
巫
は
、
都
下
の
国
造
の
氏
の
童
女
の
七
歳
己
上
の
者
を
取
り
て
充
て
よ
。
若
し
嫁
・
に
及
ば
ば
辮
官
に
申
し
て
充

　
翻
。
」
〔
延
喜
式
巻
第
三
　
神
祇
三
　
臨
時
祭
〕

　
岡
田
精
司
氏
は
こ
の
規
定
に
つ
い
て
「
座
摩
巫
の
み
「
童
女
」
と
定
め
、
未
婚
を
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
御
巫
は
年
齢

に
制
限
が
な
く
成
人
女
性
も
含
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
岡
田
精
司
「
宮
廷
巫
女
の
実
態
」
『
日
本
女

性
史
－
原
始
・
古
代
』
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
和
五
十
七
年
）

　
童
児
に
限
っ
た
祭
祀
者
の
場
合
『
延
喜
式
』
で
は
、
神
宮
の
物
忌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
任
用
規
定
に
「
童
児
」
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
ど
も
に
よ
る
祭
祀
者
の
場
合
、
任
用
条
件
と
共
に
退
下
条
件
が
合
わ
せ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
座
摩
以

外
の
「
御
巫
」
に
は
退
下
条
件
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
座
摩
以
外
の
「
御
巫
」
が
必
ず
し
も
童
女
に
限
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
へ
　
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
は

　
「
凡
戸
座
は
、
七
歳
以
上
の
童
男
の
ト
食
め
る
者
を
取
り
て
充
て
よ
。
若
し
婚
時
に
及
ば
ば
、
緋
官
に
申
し
て
充
て
替
え
よ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
延
喜
式
』
巻
第
三
　
臨
時
祭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
き

　
「
凡
斎
王
の
国
に
到
る
の
日
は
、
度
会
郡
二
見
郷
の
磯
部
氏
の
童
男
を
取
り
、
ト
し
て
戸
座
と
為
し
、
其
の
炬
火
に
は
当
郡
の
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
と

　
女
を
取
り
、
ト
し
て
用
ひ
よ
。
但
し
喪
に
遭
ひ
及
長
大
な
ら
ば
、
即
ち
替
へ
よ
」
　
　
　
　
　
（
『
延
喜
式
』
巻
第
五
　
斎
宮
）
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（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

　
神
衣
は
「
幣
吊
」
す
な
わ
ち
捧
げ
も
の
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
神
霊
の
依
り
代
と
い
う
性
格
を
併
せ
も
っ
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
賀
茂
社
の
場
合
は
空
座
型
の
神
座
で
あ
る
た
め
、
大
祭
以
前
に
行
な
わ
れ
る
神
御
衣
奉

献
祭
は
、
依
代
と
し
て
の
神
御
衣
i
す
な
わ
ち
神
霊
を
迎
え
る
準
備
の
祭
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
。
（
座
田
司
「
御
阿
禮
神
事
」

昭
和
三
十
五
年
『
現
代
神
道
研
究
集
成
』
四
　
祭
祀
研
究
編
－
所
収
）

　
こ
の
こ
と
か
ら
神
座
の
あ
り
方
は
、
重
層
的
な
場
合
が
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

　
八
神
殿
は
神
祇
官
廃
絶
の
後
、
神
祇
伯
家
の
白
川
家
や
吉
田
家
な
ど
で
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
再
興
し
た
白
川
家
に
お
け
る
八
神
殿
の
神
体
に
つ
い
て
は
「
伯
家
部
類
』
（
神
道
大
系
所
収
）
の
「
八

神
殿
再
興
之
事
」
に
よ
る
と
左
記
の
と
お
り
で
、
玉
、
鏡
、
剣
な
ど
が
箱
に
収
め
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
神
体
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中

に
、
榊
葉
が
見
ら
れ
る
の
は
、
神
籠
の
名
残
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
一
、
御
神
躰
御
筥
之
事
　
二
重
筥

　
一
御
殿
　
五
色
糸
、
榊
葉
八
枚
、
内
箱
ノ
外
、
大
和
錦
二
包
、
平
緒
二
而
十
文
字
結
、
内
二
水
晶
玉
・
御
鏡
・
御
劔
、
　
二
御

　
殿
　
内
筥
同
断
、
榊
葉
九
枚
、
五
色
糸
、
御
玉
、
　
三
御
殿
　
内
筥
同
断
、
榊
葉
八
枚
、
五
色
糸
、
御
玉
、
　
四
御
殿
　
内
筥
同

　
断
、
榊
葉
八
枚
、
五
色
糸
、
御
玉
、
　
五
御
殿
　
内
筥
同
断
、
榊
葉
八
枚
、
五
色
糸
、
御
玉
、
　
六
御
殿
　
内
筥
同
断
、
榊
葉
八

　
枚
、
五
色
糸
、
御
玉
　
七
御
殿
　
内
筥
同
断
、
榊
葉
八
枚
、
五
色
糸
、
御
玉
、
　
八
御
殿
　
内
筥
同
断
、
榊
葉
八
枚
、
五
色
糸
、

　
御
玉
　
巳
上
」

　
八
世
紀
に
施
行
さ
れ
た
（
養
老
）
職
員
令
に
見
ら
れ
る
「
御
巫
」
の
記
事
は
、
わ
ず
か
に
神
祇
官
の
長
官
「
神
祇
伯
」
の
職
掌
を

記
し
た
次
の
条
文
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
神
祇
官
　
伯
一
人
　
神
祇
の
祭
祀
、
祝
部
、
神
戸
の
名
籍
、
大
嘗
、
鎮
魂
、
御
巫
、
卜
兆
、
官
の
事
を
惣
判
す
る
こ
と
を
掌
る
。

　
鯨
の
長
官
、
事
を
判
ず
る
こ
と
此
れ
に
准
ぜ
よ
。
」
（
「
職
員
令
」
）
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（
2
正
）

（
1
3
）

（
4
正
）

（
1
5
）

　
御
巫
に
つ
い
て
の
主
た
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
前
述
し
た
岡
田
精
司
氏
に
よ
る
「
宮
廷
巫
女
の
実
態
」
の
他
、
御
巫
全
般
に
つ

い
て
の
詳
細
な
考
察
で
あ
る
野
田
剛
氏
の
「
御
巫
考
」
（
『
古
代
文
化
4
4
1
8
』
続
日
本
紀
研
究
会
　
平
成
四
年
）
、
御
巫
の
存
在
形

態
が
宮
人
組
織
と
民
間
巫
現
と
の
双
方
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
仮
説
を
た
て
る
義
江
明
子
氏
に
よ
る
「
御
巫
の
再
検
討
－

庶
女
任
用
規
定
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
岡
田
精
司
編
『
祭
祀
と
国
家
の
歴
史
学
』
塙
書
房
　
平
成
十
三
年
所
収
）
等
が
あ
る
。

　
空
座
型
の
神
座
の
例
は
、
川
出
清
彦
『
祭
祀
概
説
』
学
生
社
　
昭
和
五
十
三
年
）
に
よ
る
と
、
次
の
三
つ
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
①
新
嘗
祭
の
儀
に
お
け
る
神
座
、
②
神
宮
外
宮
の
御
饅
殿
内
の
神
座
、
③
大
嘗
祭
に
お
け
る
悠
紀
・
主
基
斎
田
の
八
神
殿

　
こ
の
神
座
を
も
つ
祭
祀
の
奉
仕
者
を
考
え
る
と
、
①
天
皇
・
采
女
、
②
物
忌
、
③
造
酒
童
女
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
女
性
祭
祀
者

が
関
わ
る
祭
祀
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
記
で
き
る
事
で
あ
ろ
う
。

　
中
西
正
幸
「
神
宮
の
大
物
忌
」
（
「
現
代
神
道
研
究
集
成
』
祭
祀
研
究
編
－
　
神
社
新
報
社
　
平
成
十
一
年
〉

　
「
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
両
宮
の
物
忌
の
組
織
の
編
成
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
多
く
の
童
女
・
童
男
の
物
忌
の
職
は
、

次
第
に
形
骸
化
し
て
衰
退
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
わ
っ
て
物
忌
の
父
、
さ
ら
に
副
物
忌
父
の
職
が
増
加
し
、
物
忌
組
織
の
主
体
は
物

忌
父
ら
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
岩
間
宏
富
「
中
世
に
お
け
る
神
宮
物
忌
の
活
動
に
つ
い
て
」
（
「
神
道
史
研
究
』
第
四
十
九
巻
三
号
平
成
十
三
年
）

　
大
物
忌
が
御
鍮
管
理
お
よ
び
御
扉
開
閉
に
関
わ
る
理
由
を
考
え
た
も
の
に
は
諸
説
あ
る
。

〔
1
〕
大
物
忌
が
神
に
最
も
近
侍
し
て
い
る
祭
祀
者
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
説

　
「
さ
て
物
忌
の
御
鎗
を
仕
奉
る
事
は
、
（
儀
式
）
帳
に
、
大
物
忌
於
大
神
傳
奉
、
書
夜
不
避
、
と
有
如
く
、
大
宮
近
く
仕
え
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
れ
ば
、
非
常
の
設
の
み
な
ら
ず
、
い
と
便
り
宜
し
き
故
な
る
べ
し
。
」
　
（
薗
田
守
良
『
神
宮
典
略
』
大
神
宮
叢
書
　
昭
和
九
年
）

〔
2
〕
大
物
忌
が
神
聖
な
童
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
説
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（
1
6
）

（18

）

（17

）

「
其
の
職
掌
で
あ
る
御
鎗
奉
仕
に
は
介
添
え
を
必
要
と
し
、
禰
宜
或
い
は
（
物
忌
の
）
父
と
相
待
っ
て
奉
仕
す
る
程
に
な
ほ
且
つ

童
子
の
神
聖
さ
を
背
景
と
し
て
挙
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
岩
本
徳
一
「
神
道
祭
祀
に
於
け
る
童
子
の
問
題
」

『
悠
久
』
第
二
巻
　
三
号
）

〔
3
〕
古
代
日
本
女
性
の
日
常
生
活
の
働
き
で
あ
る
倉
の
鋪
の
管
理
に
起
因
す
る
と
い
う
説

　
「
童
女
だ
け
が
神
の
身
近
に
奉
仕
す
る
資
格
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
日
常
生
活
に
お
い
て
財
物
を
納
め
る
倉

　
の
管
理
（
鎗
の
保
持
）
は
女
性
の
重
要
な
権
能
の
一
つ
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
へ
の
奉
納
物
を
収
め
る
倉
の
鋪
の
管
理
も

　
女
性
神
職
（
元
来
は
成
人
女
性
か
）
の
役
割
と
さ
れ
、
成
人
女
性
が
排
除
さ
れ
て
童
女
が
神
職
者
と
な
っ
た
の
ち
に
も
、
”
御
鎗

　
に
手
を
初
む
〃
と
い
う
象
徴
的
所
作
と
し
て
近
世
に
ま
で
遺
存
し
た
の
で
あ
る
」
（
義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
女
性
と
祭
祀
』
吉

　
川
弘
文
館
　
平
成
八
年
）

　
丸
山
輝
子
「
鹿
島
神
宮
物
忌
に
つ
い
て
1
女
性
祀
職
の
一
考
察
1
」
『
信
濃
』
三
十
二
巻
一
号
、
五
六
〇
～
五
六
］
頁
　
昭
和

五
十
五
年

　
坂
本
太
郎
校
注
『
日
本
書
紀
』
岩
波
書
店
　
昭
和
四
十
二
年
　
補
注
7
7
（
巻
第
こ

　
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
論
じ
た
櫻
井
徳
太
郎
氏
は
（
「
日
本
神
話
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
「
日
本
神
話
と
祭
祀
』

講
座
日
本
の
神
話
7
　
有
精
堂
出
版
　
昭
和
五
十
二
年
）
、
「
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
頭
に
巻
い
た
蔓
こ
そ
神
の
依
り
代
で
あ
り
、
神
霊

が
彼
女
に
愚
着
し
た
こ
と
を
象
徴
化
し
た
も
の
」
と
解
釈
す
る
が
、
一
方
で
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
神
話
で
疑
問
が
想
起
さ
れ
る
と
し

て
「
あ
の
神
話
で
は
神
託
の
こ
と
に
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
強
い
て
想
像
す
れ
ば
、
ま
ず
神
の
降
臨
を
も
と
め
、
そ
の
神
霊
の
愚

着
し
た
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
当
然
ア
マ
テ
ラ
ス
出
現
の
こ
と
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
託
宣
を
下
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
も
っ

と
も
肝
心
な
そ
の
こ
と
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
神
祇
祭
祀
の
枠
組
み
で
解
釈
す
る
と
、
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（
1
9
）

神
が
降
り
る
の
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
で
は
な
く
、
八
坂
竣
之
五
百
箇
御
統
、
八
腿
鏡
、
青
和
幣
・
白
和
幣
を
取
り
懸
け
た
五
百
箇
真

坂
樹
1
つ
ま
り
神
離
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
天
岩
屋
戸
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
が
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
と

　
「
天
宇
受
費
命
、
（
中
略
）
天
石
屋
戸
に
槽
伏
せ
て
、
踏
み
轟
こ
し
、
神
懸
て
胸
乳
を
か
き
出
で
、
裳
緒
を
番
登
に
忍
垂
れ
き
。

こ
こ
に
、
高
天
原
動
み
て
、
八
百
萬
神
共
に
わ
ら
ひ
き
。

て
、
内
よ
り
告
げ
た
ま
ひ
し
く
」
（
『
古
事
記
』
）

こ
こ
に
天
照
大
御
神
、
翌
し
と
以
為
し
て
、
天
石
屋
戸
を
細
め
に
開
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
お
き

「
猿
女
君
の
遠
祖
天
銅
女
命
、
即
ち
手
に
茅
纏
の
梢
を
持
ち
、
天
石
窟
戸
の
前
に
立
た
し
て
、
巧
に
俳
優
す
。
亦
天
香
山
の
眞
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
こ
ろ
た
　
　
う
け
　
ふ
　
　
か
　
む
　
が
　
か
　
り

樹
を
以
て
鍾
に
し
、
羅
を
以
て
手
繊
に
し
て
、
火
処
焼
き
覆
槽
置
せ
顕
神
明
之
愚
談
す
。
」
（
『
日
本
書
紀
』
本
文
）

天
孫
降
臨
段

「
故
れ
　
爾
に
天
宇
受
費
命
に
詔
り
た
ま
は
く
、

汝
鞘
」
（
「
古
事
記
』
）

此
の
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
奉
れ
り
し
猿
田
毘
古
大
神
を
ば
、
専
ら
顕
し
申
せ
る

衙
神
対
へ
て
曰
は
く
、
「
天
照
大
神
の
子
、
今
降
行
す
べ
し
と
聞
く
。
故
に
、
迎
へ
奉
り
て
相
待
つ
。
ー

補
（
中
略
）
時
に
皇
孫
、
天
鉗
女
命
に
勅
す
ら
く
、
「
汝
、
顕
し
つ
る
神
の
名
を
以
て
、
姓
氏
と
せ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
因
り
て
、

援
女
君
の
号
を
賜
ふ
。
」
（
『
日
本
書
紀
』
第
九
段
一
書
第
一
）
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Importance　of　the　role　of　female　priests　in　the　ancient　religious　rituals

　　　　in　Jin8u（Ise　Grand　Shrine）and　the　Imperial　Court

ODAIRA，　Mika

This　s田dy　is　concentrated　on　the　relation　between　the　ancient　religious　rituals　and　the　role　of　the　female　priests　in

／ingt‘and　the　Imperial　Court　during　gth　and　10th　cenωry　AD，　in　Japan．　Generally　speaking，　the　role　of　the　female

priests　in　the　ancient　shrine　rituals　has　been　regarded　as　conveying　the　words　of　the　deities　in　trance：Miko＊．　Or　their

existence　had　a　meaning　in　that　they　were　considered　only“sacred　children”．



In　my　opinion　nevertheless，　according　to　the　fbrms　and　proceedings　of　the　religious　rituals　of　Jingu　and　the　Imperial

Court，　it　becomes　clear　that　women　played　the　most　important　role　at　the　r．ituals　as“female　priests”（ノosei　shinshoku）in

ca11．ing　in　and　sending　off　the　deities　at　the　ceremonial　places．　　　　　　　　　　　　，

As　the　result　of　my　analysis　on　the　role　of　the　female　priests　in　the　rituals，　I　thus　conclude　that　the　forms　of　the　ancient

religious　rituals　were　closely　related　to　the　particular　role　of　the　pr．iests，　and　that　the　sjgnificance　of　children　priestesses

also　was　not　merely　on　their　being　sacred　children　but　on　the　role　which　only　women　could　play　among　the　priesthood．

＊ルfiko：the　miko　is　often　translated　into，1（female）shaman”，which，　in　my　opinion，　is　not　adequate．

（ぐ×蕪卦降駅蕪ロ紳脳避十繭聚騒訓針）
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